
 
2024 年 1 月 15 日 

株式会社平和堂 

 

 

「手書き領収証」の廃止について 

  

この度、弊社では環境保全の推進および迅速で確実なサービスをご提供するため、2024 年２月 29

日（木）をもちまして「手書き領収証」の発行を廃止させていただきます。 

 

３月１日(金)より、領収証が必要なお客様は、レジから発行される「レシート」または「レシート

タイプの領収証」をご利用ください。なお、弊社で発行する「レシート」または「レシートタイプ

の領収証」は、いずれも税法上の領収証として認められております。 

 

ご不明な点がございましたら、各店受付またはサービスカウンターまでお問い合わせくださいませ。 

お客様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

以上 


